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東京電力は浪江町内（居住制限区域および避難指示解除準備区域）の住宅の清掃（片付け）

を行っていますので、下記受付ダイヤル（※1）までお申込みください。

作業内容は不要となった家財道具等の屋外（敷地内）への搬出および掃き掃除ですが、薬品

や危険物といった業者が回収できないものは対象外となります。

また、屋内に入っての作業ですので、立会いを必ずお願いします。

なお、解体が決まっている住宅では作業を行いませんが、必要な物を搬出したい等のご相談

はお受けしていますので、下記受付ダイヤル（※1）までお問い合わせください。

また、片付けにより発生した廃棄物は回収業者（※2）により後日回収されますが、東京電力

の片付けによらないご自宅の不要品の戸別回収も行っていますので、下記コールセンター（※2）

までお申し込みください。

双葉運輸株式会社
回収コールセンター

　 0120（46）5175
　　受付時間：平日　８時30分～17時

　　受付期間：平成29年３月10日まで

お申込みはこちらへ

東京電力株式会社
家屋清掃（片付け）受付ダイヤル

　 080（5527）3959
受付時間：平日　９時～12時、13時～16時

受付期間：平成29年２月28日まで

お申込みはこちらへ

（※1） （※2）

（※1）（※2）の受付期間以降については、方針が決定次第お知らせします。
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いつか役に立つ

法 律
知 識

No.2

弁護士　大橋　征平


